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基本方針 

 

昨年５月、新型コロナウイルス感染症が５類相当に位置付けが変更され、制約のな

いイベントが各地で開催されるなど、来るべき令和６年度は、コロナ禍を乗り越え、

新たな一歩を踏み出していく年であります。 

一方、１月１日に発生した令和６年能登半島地震では、かけがえのない命や財産が

奪われ、今も多くの方が避難所での生活を余儀なくされています。社協では現在、救

援活動として、募金活動のほか、被災地の災害ボランティアセンターの運営支援に職

員を派遣するなど、被災者に寄り添った復興支援を行っています。 

ウクライナ情勢をきっかけに、さまざまなものの価格が上昇し、日本で暮らす私た

ちの生活も大きな影響を受けました。新型コロナウイルス感染症で経済的な影響を受

けていた生活困窮世帯などにとっては更に、生活のしづらさに拍車をかけました。こ

れらの問題に対応していくためには経済的な自立支援を行っていくだけではなく、地

域社会とのつながりづくりや役割・活躍の場づくりを、さらに進めていくことが必要

となります。 

令和６年度は、給食サービス事業やいきいきサロン活動などの地域福祉活動を推進

し、また、各種ボランティア講座などを通じ、地域を支える人材育成に取り組み、高

齢者や障がい者も、誰もが暮らしやすい地域社会を再構築していきます。新規事業の

成年後見支援センター運営業務においては、認知症高齢者、知的障がい者､精神障が

い者など判断能力が不安な人が、成年後見制度を的確に利用できるよう支援していき

ます。さらに、介護保険サービスの実施やにしわき南地域包括支援センターにおいて

は、引き続き支援を必要とする利用者、相談者が安心して暮らせるよう、寄り添った

支援に努めます。また、介護保険事業につきましては、引き続き利用者の拡大等を推

進することで増収を図るとともに、経費を極力削減することにより、一層の経営の健

全化に努めてまいります。 

 

令和６年度も第３次地域福祉推進計画（令和２年度～令和７年度）のもと、住民の

主体的な活動を推進し、西脇市に暮らす全ての人がお互いにやさしさと思いやりの気

持ちをもって、つながり、助け合い・支え合いの輪を広げることで、安心して暮らせ

るように、『ほっこり いいね・西脇市 ～みんなが安心・心つながるまちづくり～』

の実現を目指し事業を進めてまいります。 

なお、令和６年度からは、令和８年度を始期とする第４次地域福祉推進計画の策定

にも取り組んでまいります。 

 

これらを踏まえ、「第３次地域福祉推進計画」の基本理念に沿って 

（１）福祉活動の普及と担い手づくり 

（２）助け合い・支え合い体制の充実 

（３）身近な地域での相談体制の充実 

（４）安心な暮らしの充実 

（５）安心に暮らせる仕組みづくり 

（６）社協体制の充実・強化  

といった６つの活動目標の着実な事業展開を進めます。 
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１ 福祉活動の普及と担い手づくり 

 

（１） 地域を支える人づくりの推進 

 

地域活動やボランティア活動においては、担い手不足が課題となっており、その活

動にふれるきっかけを提供することで、若年層や元気な高齢者等の活動参加を促進し、

担い手の育成・掘り起こしを行います。  

また、地域福祉の推進には、住民一人ひとりの意識が重要となるため、福祉講座等

による意識啓発や、学校教育、社会教育の場における福祉学習活動への支援等を行い、

住民の福祉意識の向上につなげていきます。 

 

取組み 内容 

 

 

 

 

ア ボランティアの育成・ 

  確保 

 

 

 

 

ボランティア養成講座、研修会を開催します。 

（ア）手話教室 

（イ）音声訳ボランティア養成講座 

（ウ）子育て支援ボランティア養成講座 

（エ）スキルアップ研修 

（オ）給食ボランティア研修会 

（カ）災害ボランティア養成講座 

（キ）精神保健福祉ボランティア養成講座 

（ク）点訳奉仕員活動支援事業（市委託事業） 

イ 福祉学習活動の推進 

（共同募金配分金事業） 

児童・生徒等の福祉への理解と関心の向上を目的

に、情報提供やボランティア派遣などを行います。 

福祉教育推進校（小学校・中学校・高等学校）に助

成を行います。（助成要件を満たした小学校・中学校・

高等学校に年間 10万円を上限に助成） 

 

 

予算額 

1,500千円 
 

令和６年度計画 15校 
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（２）ボランティア活動の推進 

 

地域における福祉活動の普及と担い手を活性化させるため、ボランティア団体への

助成や組織化支援、活動に関する情報提供等を通し、ボランティア団体活動の活性化

を図ります。 

 

取組み 内容 

ア ボランティア活動の啓 

発・情報提供 

・いきいきふれ愛まつり（社協まつり）の開催 
 

開催時期 令和６年 11月 23日（予定） 

開催会場 市民交流施設とその周辺 

・ボランティアセンターの情報提供を行います。 

イ ボランティア活動への

支援 

ボランティアグループ活動の活性化を目的に、活動

支援を行います。（助成要件を満たしたグループに３

万円を上限に助成） 

 

予算額 

1,290千円 
 

令和６年度計画 43団体 

ウ ボランティア・市民活動

災害共済への加入促進 

ボランティア活動中の事故に備えて、保険の加入を促

進します。 

ボランティア活動を補償する共済・保険 

 兵庫ボランティア・市民活動災害共済 

全国ボランティア活動保険 

エ ボランティアコーディ

ネート等 

ボランティア活動を求めている人とボランティア団

体等を結びつけたり、相談などを行います。 

 

令和６年度目標 250件 
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２ 助け合い・支え合い体制の充実 

 

（１）つどいの場の設置・運営の支援 

 

高齢者や障がいのある人、子どもや子育て家庭など、地域における多様な世代・人

との交流機会を設けるなど、つどいの場の設置・運営の支援を通して、地域のふれあ

いや顔の見える関係づくりを進めます。 

 

取組み 内容 

ア 萩ヶ瀬会館サロンの実

施（市委託事業） 

介護予防を目的に、高齢者の憩いや交流づくりの拠

点として、総合福祉センターで実施します。 

 

令和６年度目標 293回 5,860人 

 

予算額 

280千円 
 

 

 

 

 

 

 

イ 介護予防ふれあいいき

いきサロン等の開催支

援（市委託事業） 

 

 

 

 

 

（介護予防いきいきサロン） 

・月 1回程度、高齢者の介護予防に重点をおいた地域

での交流の場づくりを行います。（助成要件を満たし

た団体に年間６万円を上限に助成） 

（週いち型いきいきサロン） 

・週１回以上、高齢者の介護予防に重点をおいた地域

での交流の場づくりを行います。（助成要件を満たし

た団体に月 1.2万円を上限に助成） 

 

予算額 

6,076千円 
 

令和６年度目標 32ヵ所 

令和６年度目標 15ヵ所 
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ウ 元気応援カフェ事業 

  （市委託事業） 

介護予防を目的に、地域のカフェが主体となり、毎

週介護予防体操を行います。（助成要件を満たした団

体に月１万円を上限に助成） 

 

予算額 

1,000千円 
 

令和６年度目標 ８ヵ所 

エ 地域型ふれあいいきい

きサロンの開催支援 

（共同募金配分金事業） 

高齢者等の仲間作りに重点をおいた地域での交流

の場づくりを行います。（助成要件を満たした団体に

年間５万円を上限に助成） 

令和６年度目標 28ヵ所 

 

予算額 

1,144千円 
 

オ いきいきサロン関係者

の研修会 

いきいきサロンの活動支援等を行うため、自治会・

老人会等の関係者研修会を開催します。 

開催時期 令和７年３月 
 

カ ひとり暮らし高齢者 

会食サービス事業 

＊12 月実施分は共同募金配分金事業 

各地区で月１回、安否確認を兼ねてひとり暮らし高 

齢者の会食会を行います。 

令和６年度計画 各地区 11回 

 

 

 

予算額 

4,311千円 

キ 家族介護者交流支援事

業（市委託事業） 

在宅介護者の精神的、肉体的な負担の軽減及び心身

のリフレッシュを目的とした介護教室、認知症カフェ

等の交流会を行います。 

令和６年度計画 10回 

 

予算額 

250千円 
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（２）住民主体の地域福祉活動の推進 

 

地区まちづくり活動と連携を図りながら、住民が地域課題について、情報共有、連

携、住民同士の支え合い活動を協議する場（第２層協議体）を支援します。また、そ

の地域にある資源（人材、お金、場所、モノなど）を有効に活用し、生活支援サービ

スの提供体制の構築に向けても取り組みます。 

この他に、社会福祉法人同士の情報交換や連絡調整を図り、社会貢献活動を促進し

ます。 

 

取組み 内容 

 

 

 

 

 

 

ア 生活支援体制整備事業

（市委託事業） 

 

 

 

 

 

・地域住民が主体となった生活支援・介護予防サービ

スの充実が図れるよう、地域の互助を高め、地域全体

で高齢者の生活を支える体制づくりを進めます。 

・地区まちづくり活動などと連携を図りながら、住民

が地域課題について、情報共有、連携し、住民同士の

支え合い活動を協議する場（第２層協議体）を支援し、

身近な地区での支え合いの仕組みづくりを支援しま

す。 

（５地区） 

 

 

 

 

予算額 

7,140千円 

イ 生活支援サポーター活

動支援事業（市委託事

業） 

高齢者が地域社会で安心して暮らしていけるよう

に、簡単な家事援助や話し相手等の日常生活支援を行

う、生活支援サポーターの養成及び活動支援を行いま

す。 

 

（ア）生活支援サポーター養成講座の開催 

（イ）生活支援サポーター活動（支え合いサービス）

のコーディネート 

（ウ）サポーターポイント事業 

 

 

 

 

予算額 

2,389千円 
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ウ 地区よろず相談所の運

営支援 

（共同募金配分金事業） 

地区のコミセン等に設置する、よろず相談窓口の運

営支援を行います。 

 

予算額 

360千円 
 

エ 社会福祉法人ネットワ

ーク 

社会福祉法人同士で情報交換や連絡調整を行い、社

会貢献活動を促進します。 

 

 



- 8 - 

 

３ 身近な地域での相談体制の充実 

 

（１）情報提供の充実 

 

 高齢者、障がいのある人、子どもや子育て家庭などに向けた各種福祉サービスにつ

いて、制度やサービス、イベント等に関するわかりやすい情報を積極的に発信します。 

この他、市内の先進的な地域福祉活動を情報発信し、地域の地域福祉活動の活性化

につなげていきます。 

また、障がいのある人など、情報を取得しにくい方に対する支援を行います。 

 

取組み 内容 

ア 社協だよりの発行 

（共同募金配分金事業等） 

福祉サービスやイベント、講座等、社協活動の情報

提供を行います。 

年６回の発行（５月、７月、９月、11月、１月、３

月号） 

 

予算額 

1,174千円 
 

イ ホームぺージの充実 

（共同募金配分金事業） 

ホームぺージを活用し、タイムリーな情報提供を進

めます。 

ウ 声の広報活動支援事業 

（市委託事業） 

ボランティアが「広報にしわき」等を音訳したＣＤ

を、視覚障がい者へ配布し、情報を提供します。 

 

予算額 

80千円 
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（２）相談体制の充実 

 

住民の様々な不安や悩みに対応するため、心配ごと相談の周知を図り、相談体制の

充実を図ります。 

 

取組み 内容 

ア 心配ごと相談事業 

日常生活上の様々な悩みを社協職員（社会福祉士等）

が聞き、適切な助言・援助を行います。（毎週月曜日、

総合福祉センターで開設） 

 

予算額 

8千円 
 

令和６年度計画 42回開設 

 

（３）相談機関の連携 

 

市や関係機関、民生委員・児童委員などの情報や課題の共有化を図り、適切な相談

支援や福祉サービスにつなげます。 

 

取組み 内容 

ア 各種相談関係機関の連

携 

複合的な課題を抱えている方を支援するため、市、

地域包括支援センター、在宅介護支援センターなどに

おける各種相談機関とのネットワークの強化を進めま

す。 
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４ 安心な暮らしの充実 

 

（１）在宅福祉サービス事業の推進 

 

 ひとり暮らし高齢者や障がいのある人など、日常生活を送る上で何らかの手助けを

必要とする人に対して、地域で安心して日常生活を送ることができるよう、支援を行

います。  

移動手段については、福祉車両（マイクロバス）の運行や車いすの貸出などを行い、

誰もが安心して利用できる移動手段の確保・充実を図ります。 

 

取組み 内容 

ア ふれあい給食サービス 

・ひとり暮らし高齢者等の安否確認を兼ねて、週１回

の給食サービスを行います。（負担１食300円） 

・配送ボランティアの募集 

令和６年度計画 
45回 

１回あたり 100食 

 

予算額 

3,620千円 
 

イ マイクロバスの運行 

マイクロバス（25人乗り）を運行し、福祉活動への

参加に向けた支援を行います。 

 

予算額 

4,444千円 
 

ウ 車いすの貸出 
介護保険対象外の要介護者等に対して、車いすを貸

出します。 

エ ＡＥＤの貸出 各種イベントにＡＥＤを貸出します。 

 

オ 出産祝い事業 

（共同募金配分金事業） 

 

新生児に対して、祝い品をお渡しします。 

 

 

 

 

予算額 

31千円 
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カ 慶祝訪問事業 

（共同募金配分金事業） 

長寿者を訪問し、祝い品をお渡しします。 

 

予算額 

6千円 
 

キ フードドライブ事業 

（善意銀行の運営事業） 

 

家庭等で余っている食品を持ち寄り、食料の確保が

困難な個人や団体にお渡しします。 

（西脇市社会福祉法人連絡協議会に加盟している社会

福祉施設等で受け付けています。） 

 

予算額 

15千円 
 

ク 学用品ドライブ事業 

（善意銀行の運営事業） 

 

家庭等に眠っている学用品を持ち寄り、今必要とし

ているこどものもとにお届けします。 

（西脇市社会福祉法人連絡協議会に加盟している社会

福祉施設等で受け付けています。） 

 

予算額 

15千円 
 

ケ 福祉団体活動助成 

（アンダーラインは、共同募金金配分金 

事業） 

市内で活動する福祉団体に対して、助成金を交付し

ます。 

令和６年度計画 

12件 

（区長会、民生委員児童委員連合会、

老人会、手をつなぐ育成会、身障協会、

白ゆり会、婦人共励会、遺族会、保護

司会、公募枠） 
 

コ 福祉施設振興助成 

（共同募金配分金事業） 

市内で認定こども園を設置する社会福祉法人に対

し、施設運営及び整備を目的とした助成金を交付しま

す。 

令和６年度計画 
運営助成８ヵ所 

施設整備助成２ヵ所 
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（２）介護サービス事業の推進 

 

介護保険等サービスの提供やにしわき南地域包括支援センターの運営を通して、住

み慣れた地域で生活を継続できる支援を行います。また、サービス提供事業者として、

現状を分析し、今後の方向性を見出していきます。 

 

取組み 内容 

ア 居宅介護支援事業 

居宅介護支援事業所として、介護保険法に基づく、指

定居宅介護支援サービスを行います。また、利用者の情

報やサービス提供において、留意事項の伝達等を目的と

した会議を開催します。さらに、住宅改修の理由書の作

成等も行います。 

令和６年度目標 １ヵ月あたり 140人 

（単位：千円） 

収入合計 支出合計 
当期資金 

収支差額 

前期末支払 

資金残高 

当期末支払 

資金残高 

32,508 31,549 959 296 1,255 
 

イ 訪問介護事業 

・介護保険法に基づき、指定訪問介護事業所として、

訪問介護サービスを行います。 

令和６年度目標 １ヵ月あたり 60人 

・介護予防・日常生活支援総合事業として、介護予防

訪問介護相当サービス及び訪問家事支援サービスを行

います。（対象者は、要支援１・２の認定者、基本チェ

ックリストによる事業対象者） 

（単位：千円） 

収入合計 支出合計 
当期資金 

収支差額 

前期末支払 

資金残高 

当期末支払 

資金残高 

56,905 56,032 873 12,945 13,818 
 

令和６年度目標 １ヵ月あたり 25人 

ウ 訪問入浴介護事業 

介護保険法に基づき、指定訪問入浴介護事業所とし

て、訪問入浴介護サービスを行います。 

令和６年度目標 １ヵ月あたり７人 
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エ 訪問看護事業 

・医療が必要な利用者に対し、看護の質を高めるとと

もに、医療機関やサービス事業者等との連携を深め、

訪問看護サービスを行います。 

 

・定期巡回・随時対応サービスの連携事業所として、

訪問看護サービスを行います。 

 

（単位：千円） 

収入合計 支出合計 
当期資金 

収支差額 

前期末支払 

資金残高 

当期末支払 

資金残高 

97,000 95,823 1,177 52,305 53,482 
 

令和６年度目標 １ヵ月あたり 115人 

令和６年度目標 １ヵ月あたり５人 

オ 障害者総合支援法に基

づく障害福祉サービス

事業 

障害者総合支援法に基づく、居宅介護サービスを行い

ます。 

令和６年度目標 １ヵ月あたり 30人 

（単位：千円） 

収入合計 支出合計 
当期資金 

収支差額 

前期末支払 

資金残高 

当期末支払 

資金残高 

13,675 13,467 208 9,231 9,439 
 

カ 要介護認定調査業務 

（市委託事業） 

介護支援専門員が、介護保険法の要介護認定に必要

な更新手続きを行うための、訪問調査を行います。 

キ 在宅保健福祉サービス

に関する事業 

（市委託事業） 

ア 認知症家庭支援訪問介護事業 

イ 重度身体障害者訪問入浴事業 

ウ 子育て世帯訪問支援事業 

ク 居宅介護支援に関する

事業 

（その他委託事業） 

ア 介護予防・日常生活支援総合事業 

総合事業対象者に介護予防のケアプランの作成等を

行います。 

イ 予防給付ケアマネジメント事業 

要支援１・要支援２と判定された人へ、介護予防ケ

アプランの作成等を行います。 



- 14 - 

 

ケ にしわき南地域包括支

援センターの運営 

  （市委託事業） 

・にしわき南地域包括支援センターに専門職（看護師、

社会福祉士、主任介護支援専門員、看護師の認知症地

域支援推進員）を配置し、必要な介護サービスや保健

福祉サービス、その他、日常生活支援などの相談に応

じます。 

 

ア 介護予防ケアマネジメント事業 

イ 包括的支援事業 

・総合相談支援業務 

・権利擁護業務 

・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

ウ 地域ケア推進事業 

エ 指定介護予防支援事業 

オ 認知症総合支援事業 

（単位：千円） 

収入合計 支出合計 
当期資金 

収支差額 

前期末支払 

資金残高 

当期末支払 

資金残高 

26,230 26,230 0 0 0 
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（３）権利擁護活動の推進 

  

判断能力が十分でなくとも、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、日常生活自

立支援事業や成年後見制度など、サービス利用者の権利擁護事業や制度の周知、住民

に対する権利擁護活動の普及を図ります。 

 

取組み 内容 

ア 日常生活自立支援事業

（福祉サービス利用援

助事業）（県社協委託事

業） 

・認知症高齢者、知的障がい者､精神障がい者など判断

能力が不安な人の福祉サービスの利用や日常的な金銭

管理等の援助を行います。 

令和６年度計画 契約者 40人 

 

予算額 

7,088千円 
 

イ 成年後見支援センター

運営業務（市委託事業） 

（新規） 

・認知症高齢者、知的障がい者､精神障がい者など判断

能力が不安な人が、成年後見制度を的確に利用できる

よう支援します。 

・広報、啓発業務 

・成年後見に関する相談業務 

・成年後見制度利用促進業務 など 

 

予算額 

4,899千円 
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（４）生活困窮者への支援体制の充実 

 

市や民生委員・児童委員等と連携をしながら、生活に課題を抱える人の早期発見・

早期支援に努め、本人の状況に応じた支援につなげます。 

取組み 内容 

ア 緊急生活支援資金貸付事

業 

・低所得者に対して、一時的な生活つなぎ資金の貸付

を行います。（５万円を上限に貸付） 

・地区担当民生委員・児童委員と連携し、貸付対応し

ます。 

（単位：千円） 

収入合計 支出合計 
当期資金 

収支差額 

前期末支払 

資金残高 

当期末支払 

資金残高 

800 800 0 0 0 
 

イ 生活福祉資金等貸付事業

（県社協委託事業） 

・低所得で、他からの資金利用が困難な貸付対象世帯

に対して、経済的自立支援を図るため、「福祉資金」、

「教育支援資金」、「総合支援資金」等の資金の貸付

を行います。 

（単位：千円） 

収入合計 支出合計 
当期資金 

収支差額 

前期末支払 

資金残高 

当期末支払 

資金残高 

369 369 0 0 0 
 

ウ 生活困窮者支援体制強化

（ほっとかへんネットワ

ーカー配置）事業 

 

・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福

祉資金特例貸付の償還期間内において、生活困窮状態

が続く借受世帯等が安心して暮らすことができるた

めに必要な支援と地域内のセーフティネットの充実

を通した社会的孤立・排除の解消・予防を図ります。 

（単位：千円） 

収入合計 支出合計 
当期資金 

収支差額 

前期末支払 

資金残高 

当期末支払 

資金残高 

6,199 6,199 0 0 0 
 

エ 生活困窮者への食料品等

の提供(ほっこりパック)事業 

（共同募金配分金事業） 

 

物価高の影響を受けている生活困窮者を支援する

ため、暮らしの助けとなる食料品等を提供します。 

予算額 

125千円 
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５ 安心に暮らせる仕組みづくり 

 

（１）災害時支援体制の推進 

 

 住民の防災に対する意識啓発や、災害時に行政との連携・協力のもとボランティア

センターの充実や災害時に備えた体制の強化に取り組みます。また、大規模災害時に

は、兵庫県社協と連携を図り、被災地以外の社協や災害ＮＰＯ等の団体の協力のもと、

災害ボランティアの募集を行います。 

 

取組み 内容 

ア 被災地支援活動 

 他市町の大規模な災害発生時には、マイクロバスを

運行し、災害ボランティア活動への参加を行います。

また、高校等の災害ボランティア活動への支援も行い

ます。 

イ 住民の防災に対する 

意識の醸成 

・災害ボランティア養成講座を通して、関係機関との

協力体制の構築や人材育成に取組みます。 

 
 

令和６年度計画 災害ボランティア登録者 35人 

ウ 災害時に備えた体制 

整備の強化 

・市からの要請により、災害ボランティアセンターを

設置し、被災者支援を進めます。 

・災害ボランティアセンターの運営支援に関し、他団

体に協力、連携を呼びかけます。 
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６ 社協体制の充実・強化 

 

（１）社協組織の強化 

 

 地域福祉に対するニーズが多様化・複雑化している中で、地域福祉の推進を目的と

する社協の役割は、より一層重要となっています。社協は、地域の身近な相談先とし

て、また福祉サービス提供者として、住民の多様な福祉ニーズに対応するため、より

良い地域福祉経営ができる組織体制の強化に取り組みます。  

また、職員研修に積極的に取り組み、職員の専門性の向上を図ります。 

  

取組み 内容 

ア 理事会の運営 理事会 年４回開催 

イ 評議員会の運営 評議員会 年３回開催 

ウ 評議員選任・解任委員会の運営 委員会 随時開催 

エ 監事監査 監査 年１回開催 

オ 職員の資質の向上 

定期的な職員研修の実施、研修

体系の構築、資格取得の支援等を

行います。 

カ 適正な人事管理 
適正な職員の昇任昇格、法令等

に遵守した就業管理を行います。 

キ 介護保険等のサービスの効率化 

介護保険等に係るサービスを

充実させるとともに、業務の効率

化を図ります。 

ク 介護保険事業の健全化 

介護保険事業の健全化を目指

し、利用者の拡大をはじめ、事業

内容の再検討、規模の精査を行い

ます。 

 

ケ 地域福祉推進計画の見直し（新規） 

 

・市が策定する地域福祉計画と連

携し、分析します。 

・現行の第３次地域福祉推進計画

（令和７年度まで）の進捗状況か

ら、福祉課題を抽出します。 
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（２）自主財源の確保 

 

社協の財源は、市・県等からの補助金、委託金、住民等からの会費、共同募金の配

分金、善意銀行からの繰り入れが多くを占めており、今後さらに社協の認知度を高め

るとともに、利用者負担の見直しや各種募金活動の推進など、財源基盤の整備を進め

ていきます。 

 

取組み 内容 

ア 社協会員の加入促進 

社協活動や会員制度の趣旨、会費の使途等について

周知し、社協会費の加入促進を行います。 

社協会員会費説明会(５月～)  

対象：区長・町内会長及び民生委員・児童委員 

令和６年度目標 8,000千円 
 

イ 善意銀行の運営 

市民からの寄附を受ける窓口として啓発し、その寄

附金を効果的に払出します。 

令和６年度目標 900千円 

 

予算額 

901千円 
 

ウ 赤い羽根共同募金運動

への協力 

（ア） 赤い羽根共同募金運動説明会(９月～) 

対象：各地区区長・町内会長及び民生委員・児童委員 

 

予算額 

7,354千円 

（イ）街頭啓発活動（10月～３月） 

（ウ）歳末たすけあい募金の推進(12月) 

令和６年度目標 
共同募金 8,729千円 

歳末募金 2,800千円 

 

予算額 

2,630千円 
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（３）その他 

 

取組み 内容 

ア 総合福祉センターの管      

  理運営（市委託事業） 

指定管理者制度による、施設管理を行います。 

 

予算額 

5,657千円 
 


